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令和７年 11 月７日
第　　  644 　　号 　公告

　次の土地改良区が土地改良法（昭和24年法律第195号）第67条第１項第１号に掲げる

事由により解散したので、同条第３項の規定により公告する。

　　令和７年11月７日

福岡県知事　　服部　誠太郎　　

土地改良区名 解散認可年月日

糸島市二丈土地改良区 令和７年11月５日

　公告

　農林水産大臣から、家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第８条第１項の規定に

基づき、次の家畜について、その飼養者に対して種畜証明書を交付した旨の通報があっ

たので、同条第２項の規定により公示する。

　　令和７年11月７日

福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　馬（ＫＷＰＮ種）

種畜証明書
番号 名　前 生年月日 産　地 検査

成績
所有者
の区分

飼養者の住所
及び氏名

21440020001 アブドラードワイエイチ
平成17年
６月18日 オランダ ２級 その他

宗像市
有限会社カナディアン
キャンプ乗馬クラブ

２　馬（アラブ種）

種畜証明書
番号 名　前 生年月日 産　地 検査

成績
所有者
の区分

飼養者の住所
及び氏名

21440020002 バイタル 平成12年
３月26日 アメリカ 級外 その他

宗像市
有限会社カナディアン
キャンプ乗馬クラブ

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

公　　　告
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　福岡県告示第634号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令

和７年11月７日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和７年11月７日

福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

久留米 湯ノ原
合　川 線 久留米市高良内町1278番１先から

久留米市高良内町1266番１先まで

告　　　示
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２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県警察ホームページ（https://www.police.pref.fukuoka.

jp/）に掲載するほか、福岡県警察本部交通部交通規制課に備え置く。

36条第３項の規定により公告する。

　　令和７年11月７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　小郡市大崎字後原742番66、742番129及び742番131から742番133まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市大崎742番地72

　　春田　佑弥

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　令和７年11月７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　みやま市高田町濃施字向田90番１から90番11まで及び1208番の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　大牟田市大字草木字北の前293番地の１

　　株式会社瀬口組

　　代表取締役　瀬口　直紀

福岡県公安委員会告示第331号

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第１項の規定に基づき、福

岡県道路交通法施行細則の一部を改正する規則（案）について、次のとおり意見を募集

する。

　　令和７年11月７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　意見募集期間


